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研究成果の概要（和文）： 

気候変動枠組条約や京都議定書の締約国会議や補助機関会合にオブザーバー参加することに
よって，交渉の進捗をつぶさに，かつ総合的に把握し，合意の評価と，今後の課題とその選択
肢の比較評価をリアルタイムに提示することに一定の貢献をした。京都議定書の運用，欧州連
合，ドイツ，アメリカの政策動向を調査分析し，国際枠組みに対する意味合いを考察した。政
府以外のアクターとして，欧州連合，自治体，NGO を取り上げ，条約交渉や合意したことの実
施に関して果たす役割を，具体的な事例にもとづいて明らかにすることができた。 
 

研究成果の概要（英文）： 

Participating in the negotiation conferences of the UNFCCC and the Kyoto Protocol as 
observers, we followed the progress of negotiation in detail and comprehensively, and 
presented evaluation of agreements and comparison of options in real time. We also 
investigated and analyzed the implementation of the Kyoto Protocol and policy 
developments in European Union, Germany, and the United States, and inquired their 
implications on international framework. We also investigated the role of European Union, 
local governments and NGOs as non-governmental actors on negotiation and implementation 
of agreements. 
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１．研究開始当初の背景 

京都議定書の第１約束期間は 2008 年から
2012年までである。2013年以降については，

京都議定書を批准していない米国や，批准し
てはいるものの排出量目標がない途上国を
含めて，どのような枠組みで温暖化対策を進
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めていくべきかについて議論が行われてい
た。 

本研究の期間は京都議定書の第 1約束期間
と重なるので，京都議定書の運用，各国の国
内制度の実施状況を観察しながら研究を進
めることができる。 

 

２．研究の目的 

温暖化防止は，グローバルな「政府なき統
治」が必要とされている重要課題のひとつで
ある。制度として，どのような議定書をつく
るかが中心的な課題である。特に京都議定書
で排出量目標の決まっていない 2013 年以降
について，京都議定書のままでよいのか，ど
のような改正が必要かという課題がある。 

 最大の温室効果ガス排出国であるア
メリカが批准しない状況でようやく発
効した京都議定書が，排出量目標が決ま
っていない 2013 年以降も維持されるか
どうかは予断を許さない。温暖化防止は
長期にわたって，国際的に取り組む必要
がある。本研究では，持続的に温室効果
ガスの排出と吸収を国際的に管理する
枠組みを提案する。具体的には，次のこ
とを行う。  

(1) 京都議定書の問題点の抽出と対応
策の検討，および 2013 年以降に関する
既存提案の評価。  

(2) 各国の国内制度の検討状況および実施
状況の把握と評価，そこから導かれる国際制
度の在り方の検討。 
(3) 温暖化防止費用および適応費用の国際
的負担分担に関する規範的考察。 
(4) NGO や自治体などの非政府アクターが多
国間環境協定の形成と実施に果たす役割の
考察。 
(5) 温暖化防止の国際枠組みの観点からの
グローバル環境カバナンス論の構築。         
 
３．研究の方法 

5 つの研究課題を設定して，定期的に研究
会を開催して全体としての調整を行った。研
究会では，分担者ではカバーしきれないこと
について講師を招き議論を行った。気候変動
枠組条約締約国会議などの国際交渉に出席
して情報収集を行い，また各国・地域の政策
を調査した。 

京都議定書の第１約束期間は 2008 年から
2012 年までである。2013 年以降どうするか
については，本研究期間が終了する前に決ま
ると期待されていた。そこで，本研究計画の
期間を，3 つに区分し，学術的で基盤的な研
究成果をめざしつつも，同時進行する国際交
渉の動向をふまえながら機動的に研究課題
の見直しを行った。 

まず京都議定書約束期間前の 2006 年と
2007年は，既存文献のレビュー，すでに開始

されているクリーン開発メカニズムの分析
評価，各国制度の検討状況の調査，吸収源に
関して今後予想される事態を想定しためざ
すべき制度の検討，非政府アクターの役割に
関する事例研究，などを行った。 

約束期間の前半である 2008 年から 2010年
は，京都議定書と各国地域の政策の実施状況
の調査・分析を主に行った。 

約束期間の後半である 2010 年から 2012年
は，そのころまでには 2013 年以降の枠組み
が明確になっているはずであったが，交渉が
長引いたので，あり得るオプションの比較評
価を継続した。 
 
４．研究成果 
(1) 京都議定書の問題点の抽出と対応策の
検討，および 2013 年以降に関する既存提案
の評価：  

国連の気候変動枠組条約や京都議定書の
締約国会議や補助機関会合にオブザーバー
参加することによって，リアルタイムに合意
の評価と選択肢の比較評価を行った。交渉課
題は膨大で，交渉の進捗をつぶさに，かつ総
合的に把握し，今後の課題と，その選択肢と
その評価を提示することに一定の貢献をし
た。たとえば，次期枠組みがとりうる法形式
は重大で，COP 決定のままか，統合されたひ
とつの議定書か，あるいは京都議定書ともう
一つの議定書かというオプションごとに利
点や課題を明らかにした（高村）。 

京都議定書の実施状況をふまえて実績の
評価を行い，目標の設定方法，京都メカニズ
ム（新澤，羅），森林等吸収源（橋本）に関
する問題点の分析および対応策提案の比較
評価を行ってきた。たとえば，クリーン開発
メカニズムにおける持続可能な発展の役割
およびその評価を行い，発展途上国で行われ
てきた CDMプロジェクトの多くがホスト国の
持続可能な発展に貢献していないことを明
らかにし，持続可能な発展を考慮したプロジ
ェクトの評価枠組みを提案した。また，中国，
インド，韓国における温暖化政策や CDMプロ
ジェクトに関するケーススターディを行っ
た。その結果，中国とインドにおける CDM プ
ロジェクトの承認基準において持続可能な
発展の評価に大きな違いがあることが明ら
かになった（羅）。あるいは，木材製品の耐
用年数を考慮した排出量の推計方法につい
て比較検討を行った（橋本）。 

京都議定書は，最小の費用で目標を達成す
るために市場的政策手段を導入したが，費用
最小化が最優先されているわけではない。国
際的に市場的政策手段を継続して使うため
には，2013年以降の議定書がかなり特徴付け
られる（高村）。 

長期的に排出量を固定する枠組みの元で，
中短期的な排出量の変動を許容する方法に



 

 

ついて検討した。従来選択肢としてとらえら
れてきた排出量目標と価格（費用）目標は，
長期では排出量目標，短期には価格目標とい
う組み合わせとしてとらえられるようにな
っている（新澤）。 

国家が一方的な貿易制限措置をとること
で，他国が気候変動対策をとるようインセン
ティヴを与える現象（「規制の普及」）拡大の
傾向が見られるが，こうした措置の自由貿易
レジーム，とりわけ WTO 協定適合性が問題と
なりうることを明らかにした（高村）。 

 

(2) 各国の国内制度の検討状況と実施状況
の把握と評価，そこから導かれる国際枠組み
のあり方の検討：  

国内レベルの気候変動防止のための制
度・取組みは，気候変動防止のための国際制
度から強く影響を受ける一方，国内における
対策の積み重ねが国際的な気候変動防止の
ためのガバナンスのあり方に関する議論に，
逆向きに影響を及ぼすようになっていった
と考えられる。そのような双方向的な影響関
係を意識しながら，欧州連合，ドイツ，アメ
リカの政策動向について調査分析した。 

欧州連合については，排出権取引と再生可
能エネルギー政策の調査分析を行った（新澤，
大島）。排出権取引の実施で生じている問題
をレビューして，その根本的解決方法がアロ
ワンスのオークションであること，しかし欧
州連合単独でアロワンスのオークションを
行うのは困難で，国際協力が必要であること
を論じた。欧州連合は，2020 年目標達成のた
めの政策体系を決定した。それは国際制度と
して京都議定書を前提として，温暖化防止政
策とエネルギー政策の統合をはかったもの
である。2013年以降，排出権取引は，加盟国
間の所得格差に配慮しつつ，欧州連合への集
権化が行われ，オークションによるアロワン
スの初期配分と，ベンチマークによるアロワ
ンスの無償初期配分が使い分けられること
になった。そのベンチマークは国際交渉に反
映されている。 

ドイツにおける排出権の初期割当の
方法や，有償割当の法的許容性に関する
議論を調査分析した。国際的な枠組みを踏
まえた欧州連合全体の制度枠組みを構成国
に受け入れる際に生じる構成国の法秩序と
の矛盾抵触，その克服のプロセスを具体的に
明らかにした。欧州連合・ドイツの民政・業
務部門の対策について調査分析を行ったと
ころ，都市計画規制・建築規制の中に省エネ
施策を統合することが必要であり有効であ
るということが確認された（島村）。またド
イツでは，自治体レベルで，市民団体の主導
によって福祉・失業政策と省エネ政策を統合
する取り組みが行われ，一種の政策統合が進
んでいることがわかった。 

 アメリカのオバマ政権発足後，2010 年 11
月の中間選挙前までにアメリカの議会で提
案されていた法案を調査したところ，国際制
度を先取りしている面があった。またアメリ
カでは下流の負担軽減策を組み込んだ上流
型排出権取引に対する支持が拡大していた
（新澤）。 

2011年 3月に起こった東日本大震災と福島
原発事故によって，日本の気候ガバナンスが
国のエネルギー政策に規定され，なかでも原
子力に大きな影響をうけていることが改め
て表面化した。原子力推進論の理由の一つに
「原子力の経済性」があったが，これが一面
的な評価であったことを明らかにした（大
島）。 

 

(3) 温暖化防止費用と適応費用の国際的負
担分担に関する規範的考察：  

さまざまな提案を比較評価するとともに，
欧州連合が決定した，2013年以降に関する加
盟国間の支払い能力に応じた努力分担につ
いて，それが成立した経緯を調査分析し，国
際的負担分担にも適用しうることを確認し
た（新澤）。 

また過去の排出責任を特定の主体に帰着
させることが困難であることから，過去から
受け取ったものに応じて責任を差別化する
展望的責任について検討し，別々に扱われて
いた責任と能力が同一指標に対する異なる
呼称であることを明らかにした。このことは，
欧州連合における努力分担が，責任をも含意
していることになる。 

さらに，新興国の経済発展と排出増によっ
て，途上国グループの中での国の利害が多様
化し，交渉アクターを増大させ，国際制度に
関する合意形成を困難にしていること，共通
に有しているが差異のある責任といった現
行の制度の基礎となる原則が問い直され，国
際制度の変容が生じていることを明らかに
した（新澤，高村）。 

 

(4) 非政府アクターが多国間環境協定の形
成と実施に果たす役割の検討とそれに対応
した国際枠組みのあり方の考察：  

オゾン層保護に関連して，NGO や自治体が
果たした役割を調査・考察し，国家と補完的
な関係にあることを確認した。環境 NGO の国
際ネットワークである CANに，開発 NGO が参
加することによって，適応に関する CANのア
ドボカシー能力が向上したことを明らかに
した。アメリカでは，政府，専門家，産業界，
NGO の自由討議の場である「ストックホルム
グループ」が法案に影響力を持っていること
を見いだした。ベトナムにおける気候変動へ
の適応のガバナンスに関して，国際 NGO が重
層的なネットワークやフォーラムを形成す
ることによって，適応対策の主流化の促進な



 

 

どに間接的に貢献したことを明らかにした
（松本）。 
日本の温暖化対策が進展しないこと，また

実効性が不足しているという問題状況に対
して，地方自治体・中央政府をめぐるガバナ
ンスの問題から，改善の糸口を探った。第一
に，地方自治体レベルの温暖化対策について
は，京都市，北九州市など国内事例の調査分
析を行い，自治体間ネットワークの機能につ
いて分析した。そこでは，政策アイディアや
情報提供といった政策の形成過程への支援
に比重が置かれている現状が観察され，今後，
自治体の資源不足を補い，実施過程における
実効性確保を支援する機能が求められるこ
とを指摘した。第二に，国レベルについては，
日本の温暖化対策の性質を規定してきた政
治行政システムが変容してきていること(90
年代以降の改革の流れ)が，温暖化対策の改
善に結びつく可能性を検討した。「省庁共同
体」間対立という基本構造は維持されている
ものの，内閣主導性の強化，省間調整の変化，
政権交代といったシステム変容が，温暖化対
策の策定プロセスおよび内容に若干の変化
をもたらしていることを明らかにした（久
保）。 
 
(5) 温暖化防止の国際枠組みの観点からの
グローバル環境ガバナンス論の構築：  

条約や議定書といった国際枠組み自体が
温暖化防止のガバナンスの骨格をなす。2013
年以降については，もともと米国が京都議定
書に批准していないことから始まった話で
あるが，1997 年の京都会議までと現在とでは，
さまざま状況が異なるので，ダイナミクスと
いう視点が不可欠である。ヤングは，ダイナ
ミックなシステムとしての環境資源レジー
ム変化を規定する要因を，内生的要因と外生
的要因の 2つに区別して論じている。温暖化
に関しては，中国などの新興国の台頭と，温
暖化防止への取り組みを機会と見るパラダ
イム転換および炭素市場の出現と拡大が重
要な要因となっていることを確認した（新澤，
高村）。このような要因の分析は，今後の後
のレジームを考察するうえで，基本となるだ
ろう。  
 政府以外のアクターとして，欧州連合，自
治体，NGO を取り上げ，条約交渉や合意した
ことの実施に関して果たす役割を，具体的な
事例にもとづいて明らかにすることができ
た。欧州連合の政策の調査分析は，研究成果
のうち重要な部分である（新澤，大島，島村）。
欧州連合は，温暖化対策で国際的なリーダー
シップをとるという政治的な意思を基礎に，
一定程度それを成功させている。排出権取引
やエネルギー政策についてみると，加盟国か
ら欧州連合への権限の集権化が進んでいる
と言える。しかし欧州連合の重層性を，他の

国に敷衍することは難しい。 
 温暖化防止と持続可能な発展の関係を
IPCC が重視したシナジー効果だけでなくト
レードオフ関係からも明らかにした（羅）。
バイオ燃料に対する持続可能性基準など温
暖化防止のあり方が制約されることも確認
した。京都議定書は，最小の費用で目標を達
成するために市場的政策手段を導入したが，
費用最小化が最優先されているわけではな
い。これらの制約は，温暖化防止より広い目
的としての持続可能な発展に由来すると考
えられる。 

持続可能性に関して，2℃目標がカンクン
合意で明確になった。カンクン合意は，持続
可能な発展に対して低炭素発展が欠くこと
のできないものであることを述べたうえで，
先進国は低炭素発展戦略ないし計画を策定
すべきこと，途上国には持続可能な発展の文
脈で低炭素発展戦略ないし計画を策定する
ことを推奨した。このことについて，ナイホ
フは，限界的な排出削減から低炭素開発への
シフトと評しているが，具体化はこれからで
ある。 
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